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【手続補正書】
【提出日】平成30年8月13日(2018.8.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータデバイスが、タッチ表面を介した入力ツールによるタッチ入力を受け取る
ステップであって、前記入力ツールがスタイラス、ペン、または別の入力アイテムのうち
の少なくとも１つを含む、ステップと、
　前記入力ツールに関連付けられたユーザの手を識別するステップと、
　前記コンピュータデバイスが、前記タッチ表面を介して現在表示されている選択可能な
グラフィカル要素を識別するステップと、
　前記コンピュータデバイスが、前記選択可能なグラフィカル要素の位置および前記入力
ツールに関連付けられた前記ユーザの前記手に少なくとも部分的に基づいて、前記タッチ
表面に非アクティブ領域を規定するステップであって、前記選択可能なグラフィカル要素
の少なくとも一部の周りに前記非アクティブ領域を規定することを含む、ステップと、
　前記選択可能なグラフィカル要素の選択を可能にするステップと、
　前記非アクティブ領域で受け取られた前記ユーザによるタッチ入力を抑制するステップ
と、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記非アクティブ領域は、
　前記タッチ表面の形状、
　筐体内の前記タッチ表面の位置、
　前記ユーザによる前記タッチ入力または前記ユーザによる別のタッチ入力の幾何学的形
状、
　前記タッチ表面と相互作用しているユーザの数、
　前記入力ツールと関連付けられた前記ユーザに関する情報、
　現在動作しているアプリケーションに関する情報、
　前記タッチ表面の配向、または
　前記ユーザの言語、
　のうちの少なくとも１つに基づいて規定される、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記入力ツールによる前記タッチ入力が前記タッチ表面上での位置を変更した場合に、
前記入力ツールによる前記タッチ入力に関連させて前記非アクティブ領域を維持するステ
ップをさらに含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記入力ツールによる前記タッチ入力が前記タッチ表面上に留まる間、前記タッチ表面
において前記非アクティブ領域を維持するステップをさらに含む、請求項１～３のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記非アクティブ領域は、前記入力ツールの前記タッチ入力の前記位置から前記タッチ
表面の底縁部まで延びるとともに、前記入力ツールの前記タッチ入力の前記位置から前記
タッチ表面の上縁部まで延びる、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　入力ツールによるタッチ入力を受け取るタッチ表面と、
　前記タッチ表面に対して通信可能に結合された１つまたは複数のプロセッサと、
　前記１つまたは複数のプロセッサに対して通信可能に結合されたメモリと、
　を備えるシステムであって、前記メモリは、実行された場合に前記１つまたは複数のプ
ロセッサに、
　前記入力ツールによる前記タッチ入力に関連させた、前記タッチ表面の非アクティブ領
域を規定することであって、前記システムが第１のタイプの入力を受け取ることが可能に
なったときに前記非アクティブ領域の第１のサイズまたは形状を規定すること、および、
前記システムが第２のタイプの入力を受け取ることが可能になったときに前記非アクティ
ブ領域の第２のサイズまたは形状を規定することを含む、ことと、
　前記非アクティブ領域においてユーザから受け取られたタッチ入力を非意図的なものと
して分類することと、
　を含む動作を実行させるコンピュータ可読命令を格納する、システム。
【請求項７】
　前記非アクティブ領域は、前記入力ツールによる前記タッチ入力の位置および前記入力
ツールによる前記タッチ入力の進行方向に少なくとも部分的に基づいて規定される、請求
項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記非アクティブ領域は、当該システムの配向に少なくとも部分的に基づいて規定され
、前記規定することは、当該システムが第１の配向に配向していることに応答して第１の
特性を有するように前記非アクティブ領域を構成すること、および、当該システムが第２
の配向に配向していることに応答して第２の特性を有するように前記非アクティブ領域を
構成することを含み、前記第１の特性および前記第２の特性はそれぞれ、サイズ、形状、
または位置のうちの少なくとも１つを含む、請求項６または７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記非アクティブ領域は、前記ユーザの言語に少なくとも部分的に基づいて規定され、
前記規定することは、前記ユーザが第１の言語でやり取りすることに応答して第１の特性
を有するように前記非アクティブ領域を構成すること、および、前記ユーザが第２の言語
でやり取りすることに応答して第２の特性を有するように前記非アクティブ領域を構成す
ることを含み、前記第１の特性および前記第２の特性はそれぞれ、サイズ、形状、または
位置のうちの少なくとも１つを含む、請求項６～８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記非アクティブ領域は、前記タッチ表面の幾何学的形状に少なくとも部分的に基づい
て規定され、前記タッチ表面の前記幾何学的形状は、サイズ、形状、または位置のうちの
少なくとも１つを含み、前記非アクティブ領域のサイズ、形状、または位置のうちの少な
くとも１つは、前記タッチ表面の前記サイズ、前記形状、または前記位置のうちの少なく
とも１つと関連する、請求項６～９のいずれか一項に記載のシステム。
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【請求項１１】
　前記非アクティブ領域は、前記ユーザによる前記タッチ入力の幾何学的形状に少なくと
も部分的に基づいて規定され、前記ユーザによる前記タッチ入力の前記幾何学的形状は、
サイズ、形状、または位置のうちの少なくとも１つを含み、前記非アクティブ領域のサイ
ズ、形状、または位置のうちの少なくとも１つは、前記ユーザによる前記タッチ入力の前
記サイズ、前記形状、または前記位置のうちの少なくとも１つと関連する、請求項６～１
０のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記動作が、
　前記非アクティブ領域において前記ユーザから受け取られた１つまたは複数の付加的な
タッチ入力が、タッチ入力の速度、進行方向、または数のうちの少なくとも１つと関連す
る１つまたは複数の基準を満たすものと決定することと、
　前記ユーザによる前記１つまたは複数の付加的なタッチ入力が前記１つまたは複数の基
準を満たすとの決定に応答して、前記ユーザによる前記１つまたは複数の付加的なタッチ
入力を意図的なものとして分類することと
　をさらに含む、請求項６～１１のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１３】
　実行された場合に、
　タッチ表面を介した入力ツールによるタッチ入力を受け取ることと、
　前記タッチ表面を介して現在表示しているアプリケーションのタイプ少なくとも部分的
に基づいて、前記入力ツールによる前記タッチ入力の位置に関連して、前記タッチ表面の
特定領域を規定することであって、書き込み入力に関連付けられているアプリケーション
のタイプに応答して、前記特定領域の第１のサイズまたは形状を規定すること、および、
書き込み入力以外の別のタイプの入力に関連付けられているアプリケーションのタイプに
応答して、前記特定領域の第２のサイズまたは形状を規定することを含み、前記第１のサ
イズまたは形状は、前記第２のサイズまたは形状よりも大きい、ことと、
　前記タッチ表面の前記特定領域内でユーザから受け取られたタッチ入力の処理を無効化
することと、
　を含む動作の実行を１つまたは複数のプロセッサに指示するコンピュータ可読命令を格
納した１つまたは複数のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１４】
　前記動作が、
　前記入力ツールから一意の識別子を取得することと、
　前記一意の識別子を利用してユーザ情報を取得することであって、前記ユーザ情報が、
前記ユーザの設定、前記ユーザの四肢に関する特性、前記ユーザの利き手、または前記ユ
ーザの言語のうちの少なくとも１つを示す、ことと、
　をさらに含み、
　前記タッチ表面の前記特定領域は、前記ユーザ情報に少なくとも部分的に基づいて規定
される、請求項１３に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１５】
　前記動作が、
　前記特定領域において、前記ユーザによる１つまたは複数の付加的なタッチ入力を受け
取ることと、
　（ｉ）前記ユーザによる前記１つまたは複数の付加的なタッチ入力の速度が速度基準を
満たすとの決定、（ｉｉ）前記ユーザによる前記１つまたは複数の付加的なタッチ入力の
進行方向が特定の方向であるとの決定、または（ｉｉｉ）前記ユーザによる前記１つまた
は複数の付加的なタッチ入力の数が数基準を満たすとの決定のうちの少なくとも１つを行
うことと、
　前記決定に応答して、前記ユーザによる前記１つまたは複数の付加的なタッチ入力の処
理を有効化することと、
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　をさらに含む、請求項１３または１４に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読記憶
媒体。
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